
 
 

 日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、35 歳未満の方が技能

検定を受ける際の受検料を、一部減額します。 
 

１ 対象職種 

 長野県、長野県職業能力開発協会が実施する全職種 
 

２ 対象者、減免金額 

 ２，３級実技受検者で、受検年度の４月１日現在年齢 35歳未満の者（外国人技能実習生等は除く）

に対し、9,000円減額します。 
 

３ 実施時期 

 平成 29年度後期（10月）から 
 

４ 技能検定受検料 

（１）実技試験受検料 

受検級 
年齢（受検年度４月１

日現在） 
現行受検料 減免後受検料 

１級、特級、単一等級、

基礎級（１，２級） 
全年齢 17,900円 17,900円 

２級 
35歳以上 17,900円 17,900円 

35歳未満（※１） 17,900円 8,900円 

３級 

35歳以上 17,900円 17,900円 

 在校生（※２） 11,900円 11,900円 

35歳未満（※１） 17,900円 8,900円 

 在校生（※２） 11,900円 2,900円 

※１ 外国人技能実習生等は除く。 

※２ 「在校生」とは、職業能力開発校、職業能力開発総合大学校、高等学校、大学、高等専門

学校、専修学校、各種学校などに申請時に在学している者をいいます。 
 

（２）学科受検料 3,100円（変更有りません） 
  

５ その他 

 詳しい条件については、下記までお問い合わせください。 
 

 この取組は、しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）の政策推進の基本方針「１『貢献』と『自

立』の経済構造への転換」に基づくものです。 
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